
愛知県入院者訪問支援事業 企画提案募集要領 

  

精神科病院に入院中の方については、 医療機関外の者との面会交流が特に途絶えや

すくなることを踏まえ、入院者のうち、面会交流の機会が少ない等の理由により、第

三者による支援が必要と考えられるものに対して、希望に応じて、傾聴や生活に関す

る相談、情報提供等を役割とした訪問支援員を派遣する愛知県入院者訪問支援事業に

ついて、以下のとおり委託先を募集します。 

 

１ 事業の概要 

（１） 委託業務名 

愛知県入院者訪問支援事業 

（２） 委託内容 

別紙仕様書のとおり 

（３） 実施主体 

ア 委託内容のうち、訪問支援員養成研修の開催 

  愛知県及び名古屋市 

イ 委託内容のうち、訪問支援員の派遣 

  愛知県 

（４） 契約期間 

令和７年４月１日から令和８年３月 31日まで 

（５） 契約金額の上限 

  ア 訪問支援員養成研修の開催 

    1,933,000円以内（消費税及び地方消費税含む） 

     本事業は精神保健福祉法 35 条の２に基づき実施主体が県又は政令市とされ

ている。本研修は、愛知県と名古屋市の合同で開催し、愛知県分 966,500円、

名古屋市分 966,500円をそれぞれの負担額として実施する。 

  イ 訪問支援員の派遣 

１回あたり 34,860円以内（消費税及び地方消費税含む） 

※ 事業実施にあたり、令和７年２月の愛知県議会及び名古屋市会における当該予

算の成立を条件とする。 

２ 応募資格 

  応募事業者は、事業に必要な設備を備え、適切な運営が確保できると認められる法

人であり以下の基準を全て満たすものとする。 

（１） 愛知県内に事業所を有する法人であること 

（２） 地方自治法地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４（一般競

争入札の参加者の資格）の規定に該当しないこと 



（３） 役員に、禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

がなくなった日から２年を経過しない者がいないこと 

（４） 企画提案書の提出期限において「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除

に関する合意書（平成 24年６月 29日付愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）」

に基づく排除措置を受けていないこと 

（５） 企画提案書の提出期限において「愛知県会計局指名停止取扱要領」に基づく指名

停止を受けていないこと 

（６） 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと 

（７） 国税及び地方税を滞納していないこと 

３ 応募期間 

  令和７年２月 28日（金）から３月 19日（水）午後５時まで 

４ 応募方法 

（１） 事業計画書等の提出 

応募事業者は、以下の書類を提出すること。 

ア 応募資格確認書（様式１） 

イ 添付資料 

・定款又はこれに代わるもの（規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を

定めた書類等）の写し 

・直近２か年の決算報告書 

・令和２年度以降に国又は地方自治体から受託した保健、医療、福祉関係の類

似業務の契約書等の写し（受託実績があれば）（複数回の場合、最新の一通） 

・令和２年度以降に実施または受託した精神科病院への訪問を伴う事業の概

要が分かるチラシもしくは契約書等の写し（実施又は受託実績があれば）（複

数回の場合、最新の一通） 

  ウ 社会的価値の実現に資する取組に関する申告書（様式２） 

  エ 企画提案書（様式３） 

  オ 経費見積書（様式４） 

※経費内訳を添付または経費見積書内に明記し、金額は税抜き価格とすること 

（２） 提出部数 

アからウ 各１部（正本１部） 

エ及びオ 各５部（正本１部、副本４部） 

（３） 提出期限 

令和７年３月 19日（水）午後５時まで（必着） 

（４） 提出方法 

持参又は郵送による。 

（５） 提出先 



〒460－0001名古屋市中区三の丸３－２－１ 愛知県東大手庁舎８階 

愛知県精神保健福祉センター 企画支援課 

担当 日髙 

電話 ０５２―９６２－５３７７（代表） 

    ※持参する場合の受付時間は、平日午前９時から午後５時までとする。 

※郵送する場合、提出期限後に到達したものは無効とする。 

（６） 問合せ 

本業務に関して質問等がある場合は、令和７年３月 12 日（水）までに電子メー

ルで送信すること。質問等への回答は、質問者に電子メールにて送信する。 

  ア メール送信先 

    seishin-c@pref.aichi.lg.jp 

    ※メール件名は「愛知県入院者訪問支援事業委託に関する質問」とすること 

（７） 注意事項 

・提出書類の作成及び提出に必要な経費は応募者の負担とする。また、提出書類

はいかなる理由があっても返却しない。 

・企画提案は、１事業者１案とする。 

・提出後の企画提案書の訂正、追加及び再提出は認めない。 

・採用された企画提案書の著作権は愛知県に帰属する。 

・企画提案の選定は契約の相手方を選定するための手続きであり、業務の実施に

おいては企画提案の内容を最低限の内容とし、愛知県及び名古屋市と被選定者

が協議して実施内容を決定する。また、被選定者は、委託事業の開始から終了

までの間、実施方法や進捗状況の確認等、事業の円滑な実施のために、定期的

に愛知県及び名古屋市と連絡調整を行うこと。 

・企画提案書提出後に辞退する場合は、辞退理由等を記載した辞退届（様式任意）

を提出すること。 

・次の各号に該当した場合、応募者は失格になる場合がある。 

① 参加資格を満たさなくなった場合又は参加資格を満たさないことが判明し

た場合 

② 応募書類や事業計画内容に虚偽があることは判明した場合 

５ 契約条件 

（１） 契約保証金 

愛知県財務規則 129条の２及び名古屋市契約規則第 30条の規定に基づき、契

約金額の 100分の 10以上の額とする。ただし、契約の相手方が愛知県財務規則

第 129 条の３及び名古屋市契約規則第 31 条に該当する場合は、全額免除とす

る。 

（２） 委託方法 



事業実施に当たっての企画提案を公募し、最も優れた企画提案者として選定

された１者と業務仕様及び契約金額を委託契約限度額の範囲内で協議したうえ

で、委託契約を締結する。 

（３） 支払方法 

精算払いとする。 

（４） その他 

    企画提案に基づく見積金額は、契約時に至って同じ条件の下で、その額を超え

ることは認めない。なお、契約金額については提案内容を勘案して決定するため、

経費見積書記載の見積金額と同じになるとは限らない。 

６ 選定事業者数 

  １者 

７ 審査及び選定等 

（１） 審査方法 

別に設置する委託事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、

一次審査（書面審査）及び二次審査（プレゼンテーション審査）を行う。なお、

選定委員会は非公開とし、評価項目や審査の経過等審査に関する問い合わせには

応じないこととする。 

一次審査の選考通過者は３者とし、応募者全員に選考結果を書面で通知する。

ただし、応募が３者以下の場合は、一次審査は実施しない。 

（２） 二次審査（プレゼンテーション審査）概要 

ア 日程（予定） 

 令和７年３月 25日（火）午後１時 

イ 会場 

愛知県庁内会議室（予定） 

ウ 方法 

１者あたり 15分のプレゼンテーション後、質疑応答を行う。 

エ 注意事項 

・二次審査の詳細は、プレゼンテーション参加者の決定後に通知する。 

・プレゼンテーション資料は、応募時の提出書類のみとし、パソコン、プロ 

ジェクター等の機器は使用できないものとする。 

・プレゼンテーションに参加しない者は、応募を辞退したものとみなす。 

・審査結果は、プレゼンテーション参加者全員に対し、書面で通知する。 

（３） 審査基準 

選定にあたっては、以下の項目について評価し、総合的な審査を行う。 

ア 取組方針 

・事業目的や必要性を理解したうえで、適切な実施方針となっているか。 



・支援対象者や支援内容に関する理解・知識はあるか。 

・企画の進め方は適切かつ具体的か。（関係機関や団体との連携等を含む） 

・全体スケジュールは適切か。 

イ 企画内容 

・実施方法及び内容は適切かつ具体的か。 

・事業をより効果的に実施するための工夫が行われているか。 

・その他、事業を適切に実施するための取組が行われているか。 

ウ 事業実施体制等 

 ・事業に従事する人数・体制は適切か。 

 ・類似業務の実績はあるか。 

エ 付加提案 

・本事業の推進の観点から有益と認められ、他の事業者では実現し得ない 

独自提案があるか。 

オ 経費 

 ・経費は適正かつ経済的に積算されているか。 

カ 社会的取組 

 ・環境に配慮した事業活動を行っているか。 

 ・障害者等への就業支援を行っているか。 

 ・男女共同参画社会の形成（女性の活躍促進）を推進しているか。 

 ・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランスの推進）を推進しているか。 

（４） 契約 

選定された事業者と愛知県及び名古屋市は、企画提案書に基づき、委託事業に

係る具体的な事業内容及び経費等について協議を行い、その結果、契約金額の上

限の範囲内で事業内容及び委託金額について合意に達した場合に限り、契約する。 

なお、契約が不調に終わった場合は、次点の者と協議等を行うものとする。 

（５） その他 

提出された企画提案書等は、本事業委託先選定及び契約後の事業実施のための

みに利用し、愛知県において厳重に管理する。 

８ 問合せ先 

  〒460－0001名古屋市中区三の丸３－２－１ 愛知県東大手庁舎８階 

愛知県精神保健福祉センター 企画支援課 

担当 日髙 

電話 ０５２―９６２－５３７７（代表） 


